
指定から 30 年経過した生産緑地買取り申出手続き 

 
 

◎生産緑地買取申出書の提出      （農林課）                買取申出日 

 

 都市計画部に地方公共団体等への買取りの選定の依頼 

買取り有無の意思決定 

 

買取申出に対する結果の通知     （農林課）                   １ヶ月 

                                                     以内              

                                                                         

 

買取る場合            買取らない場合 

 

 交渉         農業委員会が農業者等へ斡旋 

 

 

 

売買契約（所有権移転）      取得希望あり     取得希望なし 

                   希望者と交渉 

  

恒久設置の申請             

売買契約                       ３か月               

                    （所有権移転）                     以内 

 

                       

                                行為制限解除       ３か月 

                                                  経過   

 

 

 

行為制限解除について・・・行為制限解除後は転用等ができるようになります。 

転用等をしない場合であっても固定資産税は段階的に宅地

並課税（市街化区域の一般農地扱い）となります。 


